
※収支報告書は、提出されたものがそのままインターネット上において公駿されます.

※該 当す る区分 に 「/」 を付す こ と。

政 治 団 体 の 区 分

鍵 そ収 支 報
饗麟

告 書(平 成27年 分)

図 政党の支部 口 政 党

口 観義鍍錯 治団体 口 政治資金団体

□ 喬灘 政治団 □ 縣 雛 欝 需島体

1政 治 団 体 の 名 称 民主党千葉県第8総 支部 ・

2主 た る事務所 の所 在 地 干葉 県柏市手代 田1-5-50'

3代 表 者 の 氏 名 長浜 博行 ・

4会 計 責 任 者 の 灰 名 鈴木 浩暢'

(鋤)(み ん しゅとうちばけんだいはちそ うしぶ)

活 動 区 域 の 区 分

口2以 上の都道府県の区域等

凹 同一の都道府県の区域内

資 金 管 理 団 体 の 指 定 の 有 無
「闇合 せ 先 、

市 川 翔(担当者)

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体 の 区 分 凹 無

口 有

・公職の種類 参議院議員

(政治資金規正法第19条 の7第1項)

凹 第1号 に係 る国会議員関係政治団体 ・

口 第2号 に係 る国会議員関係政治団体

・公職の候補者の氏名 長浜 博行

(以下 指定 「有」の場合のみ記載)
・公職の種類

04-7128-8172(電話)
(該当する方にO→)(現 職 ・ 候補者)

・資金管理団体の届

出をした庸の氏名、 ン 礫 するカに・一)(⑰ 喉 構)
・園会議員開係政治団体に関する特例の趨用期間

口1年 を通じて適用

口 対象年の途 中での適用の異動あり

(「異動あ り」の場合のみ 以下を記入)

平成 年 月 日か ら 平成 年 月 圏 まで

r、

【留意事項】

国会議員関係政治団体については,1万 円

を超える支出を記載 し,コ ピー機により複写

した領収書の写 しを添付すること。

なお,す べての領収書 を保管すること。
㌧

・資金管理団体の指定の期間

□1年 を通じて適用

〔コ 対象年の途中での適用の異動あり

(「異動あ り」の場合のみ以下を記入)

平成 年 月 日 か ら平成 年 月 日 まで
'

油意

(1)こ の表紙に記載する内容は、問合せ先の欄を除き、政治団体に関して届出た

内容と一致すること。

(2)記 載した内容を訂正する場合は、会計萱任者の押印が必要です.

(3)提 出にあたって1ま、記載されたページのみ提出してください。

(エ捌は選挙管理委員会が記載。政治団体は何も記載しないこと)

団体コー ド 年分 届繊年月日 翌年への繰越金

L/

」'8571 02グ2 8 0 53 o 盈37β06



収 支 の 状 況
注意 ・収支がない団体 にあって も、本表 と表(そ の17)及 び表(そ の20)官 哲圭 は提出 しなけれ ばな らない.

全団体必要
(その2)

1.収 支 の 総 括 表

(1)収 入 総 額(①+②)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … 0 1 0
+侮 百万1干

4121379 ,

円

623

①(前 年 か ら の 繰 越 額)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … 0 2 0 1 773, 474

②(本 年 の 収 入 額=囚+回+回+回+回+回+回)・ ・ ・ ・ ・ ・ … 0 3 0 ヨ11 6061149

1

'

」「

で

〆

(2)支 出 総 額(表(そ の13-1)の 合 計 額)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … 0 4 0 「1

i

540.1317

(3)翌 年 へ の 繰 越 額((D-(2))・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … 0 5 0 1 8391306

2.収 入項 目別金額の 内訳 ※収支がな し・場合 であ っても、 ・1・ 一 ・5・ の欄に1ますべて記入する こと.」

(1)個 人の負担す る党費又 は会費

金 額 囚 一 ・ ・ 一 ・ 一 ・ 一 一 ・ 一 一 ・ 一 ・ 一 ・ 0 6 0
十偲i自 万

1
干

376,
円

068

員 数 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … 0 7 0
ヨ

】 33σ

(2)寄 附

ア 寄 附(イ を 除 く 。)の 区 分 行 番 金 額 備 考

(ア)個 人 か ら の 寄 附 0 8 0
桶ド 万ド1δ

1内 訳を表(そ の7　1>へ謙 す ること・

〔 う ち 特 定 寄 附 〕 0 9 0 】10 ■,

(イ)法 人 そ の 他 の 団 体 か ら の 寄 附 1 0 0
^一 総 聡^ ゜ 内 訳 を 表(そ の7-2)へ 記 載 す る こ と

。ZU1㈱ う'∪∪一

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附
一[■■噂一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ■胴 一 一 一 一 一 ロー 一 一 一 一

小 計(ア)+(イ)+(ウ)

1
-一 一1■ ■■-

1

1

2

0

0

ユ。駄鵡 ト 月,
__騨____冑 國__

70q蒔.ヨ
1

i AAk轍 鞠^畠

■

圏 内 訳 を 表(そ の7-3)へ 記 載 す る こ と
。

揮r繭剛 嗣 罫を識 手言:乱一嵩鍵謙
翻 一VV

,

〔寄 附 の うち寄 附 の あ っせ ん に よる もの〕 1 3 0 1 琴o '内 訳を表(そ の8)へ 記載す ること
、

イ 政 党 匿 名 寄 附 1 4 0 1 0 幽
内訳を表(そ の9)へ 記載す るこ と。

合 計 回(ア 十 イ) 1 5 0 ユ00、000一 室
7

・ 曙
」

樽

※ 「特定寄附」 とは、候補者等が、政党から受けた政治活動用資金を自己の資金管理団体に寄附 したものをい努

※ 「政党匿名寄附」とは、政党が街頭や講演会等で受けた一件千円以下の寄附をいう。
全団体必要



(そ の5)

(5)本 部又は支部から供与された交付金に係る収入

交付金を供与した本部又は支部の名称 金 額 年月 日 主たる事務所の所在地 備 考

民主党手葉県総支部連合会
!3・1…

H27.1,23 千葉 県千葉 市 中央区新 午葉2-5-{4ニ ュー芳 野 ビル5F

民主党干葉県総支部連合会 1301000 H27,2,25 干葉県干葉市申央区新千葉2-5珂4ニ ュー芳野ピル5F

民主党午葉県総支部連合会 i30,000 H27.3.25 午葉県千葉市中央区新千葉2-5司4ニ ュー芳野ビル5F

,
民主党干葉県総支部連合会 2401000 H27.4,30 千葉県 千葉市 中央区新 午葉2幽5鹸14ニ ュー 芳野 ピル5F

民主党午葉県総支部連合会 301000 H27.5.27 千葉 県千 葉市 中央区新 干葉2-5一桝 ニ ュー 芳野 ビル5F

民主党干葉県総支部運含会 390,,OOO H27.6.22 干 葉県干 葉市 中央区新 千葉2-5-14ニ ュー 芳野 ビル5F

民主党千葉県総支部連合会
I

l 301000 H27.7,23 千葉 県干 葉市 中央区新 午葉2-5-14ニ ュー 芳野 ビル5F

民主党千葉県総支部連含会
1

30000 H27.8.25 千 葉県 千葉市 中央区新 干葉2-5-14ニ ェー 芳野 ビル5F

民主党干葉県総支部連含会 3α000 H27.9,24 千葉県 千葉市 中央区新 午葉2-5-14ニ コ.一芳野 ビル5F

民主党千葉県総支部遅含会 }301000 H27.10,23 千葉県千葉市中央区新平葉2-5司4ニ ュー芳野ビル5F

民主党千葉県総支部連合会 {1001000 H27,11,5 千葉 県千葉市 中央区新 午葉2-5-14ニ ュー 芳野 ビル5F

民主党干葉県総支部連合会 30bOO,i
H27.11.24 千葉県千葉市中央区新千葉2-5司4ニ ュー芳野ピル5F

民主党千葉県総支部連合会 1301000 H27.12、22 干葉 県干葉 市 中央区新 干葉2-5-14ニ ュー芳 野 ビル5F

i
■

ノ'甲'、2
-5-14ニ ユ ー"

・ ノ

一 Ψ

8 0 0 こ の 頁 の 小 計 110301000
!9 0 0 合 計 回 {110301000



(そ の6)

(6)そ の他 の収入

摘 要 金 額
収 入
年 月 目 備 考

十億 百万 i千 円

旧 陶

」i

I

l

1

1{
lt

{}

i

1
■

噛

11
8 0 0 こ の 頁 の 小 計 { 0

→※10万 円未満のその他の収入 については、

合算してこの欄 に記載すること。8 1 0 1件10万 円 未 満 の も の 1{ 81

9 0 0 合 計 回 {} 81

注意.預 金利 子や貸付返戻金 な どについ て記 載す るもので、 「摘要」欄 に はその 区分 を記載す るこ と。
ただ し、1件10万 円未満 の収入 について は、 「1件10万 円来満 の もの」欄 に合算 して記載 す るだ けで よい。



(そ の7-3)政 治団体

(7)寄 附 の 内 訳(政 治 団体) 寄 附 者 の 区 分 政治団体

団 体 の 名 称 金 額 年月 日 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 代表者の氏名 備 考

千葉県医師連盟

十億 百万

;
干 円

20010001 H⊃ ワ・生'マ

千葉県千葉市中央区千葉港４－１田畑陽一郎

l

l 1
1

1

[

1 1

1 l
I

{ {
1

【

; 「

1 l
I

1 1
1 {

8 0 0 こ の 頁 の 小 計 20000(コ

〉 ※ 下記注意(2)参 照 。

〉 ※ 数ページに及ぶ場合には、最後のページにのみ 「合計」を記入すること。

欄 に記載 して もさ しつ かえない。

8 1 0 そ の 他 の 寄 附

9 0 0 合 計 200000

注意(1)本 部 または支部 か ら受 けた交付金 は、表(そ の5)へ 記載 し、本表 には計 上 しない こ と。

(2)年 間5万 円以下 の寄附を受けた場合 には、合算 して、 「その他の寄 附」

(3)政 治 団体以外の 団体 か らの寄附 は、表(そ の7-2)へ 記載す ること。



〔その13-1)

3.支 出項 目別金 額の 内訳

(1)支 出 の総括 表

一

項 目 金 額 備 考

1経 常 経 費 十偉 百万 祠 円

一

(1)人 件 費 0 1 0
1

4201000
(2)光 熱 水 費 0 2 0

「

1
(3)備 品 ・ 消 耗 品 費 0 3 0 1
(4)事 務 所 費

■嘗一1嘲 ■ 嗣■■轄 翻嘲隔 轍飼1-一 凹圏■帽噸 陶哺 鰯幅1騨■ 一 ■■■ 一 一 一 画■■ ■■一__

'1、 計((1)～(4))

0

8

4
-■ 噂剛脚■■

0

0

0
一

一 ■ ■■ 幽■■■ ■圏幽■ 一 繭 一 一 一
499月99一 醐1δ す 噂7繭 隔 閣欄 扁一 需 凹聞 圏 一 一一 一 一一 馴 哺一 隔 　 '

2 政 治 活 動 費 十億 百万1副 円

一

(1)組 織 活 動 費 0 5 0 1
{

(2)選 挙 関 係 費 0 6 0 1
(3)機 関紙 誌 の発 行 そ の他 の事 業 費 ※ 0 7 0 ; 1 ぐ

禽

醒

■●■帖,師1噛鱒1佃

④

ア 機関紙誌の発行事業費 0 8 0 [ 1 儒

一

一■

印

■ ※(080)行 か ら(110)行 の合 計 を、

(070)行 に記 載 す る こ と

イ 宣伝事業費 0 9 0
■

1
ウ 政治資金パーティー開催事業費 1 0 0 1
エ その他の事業費 1 1 0 }
調 査 研 究 費 1 2 0

(5)寄 附 ・ 交 付 金 1 3 0 62118 ぜ

(6>そ の 他 の 経 費
閣■一一 脚聰冒 層■■一 ■層■■■一 ■■凹 ■圏 ■■■一輔 隔 ■[騨噌一 噛■■■餉■一 一 一 國國哺価咽 蜘胃■國■層

'」、 計((1)～(6))

1
嗣■圏 ■噂■ 幽■露

8

4

0

』_

1 ●

■ ,舳凹圃一 幽幽■脚 ■■繭■網 ■ 國■8周暉輌 ●■■融

6211118
哨 扁 一'一[扁 繍 嗣'陶 輌 繭 繭 繭 一 一 一 剛 一 一 剛 一 廟 一 一 一旧 嗅鳳 一1

う ち本 部 ・支 部 間 の 交 付 金 合 計 円

合 計 9 0 0 《 1.5401317 ←(800)行 と(801)行 の合 計 を記 載 す る こ と,

Ψ
渋意 支出が存在 する場 合は、 下表 に従い必要書類 を添付す るこ と(詳細 は表(そ の14)、(そ の15-1)及 び(そ の15-2)の 注意番 きを参

照。)

団体区分 個別蹴 す肇 経常経費内訳{駅その

ω

攻治渤 費内訳書(その15-1) 敬治話動費内醗(そ の15-2〕

本部又 は支部に対 して供与 し
た交付金に係 る支 出がある場

合は、(そ の16)を 添付す る
こと。

国会議員関係政治団体 ユ件1万 円 を超 え る 支 出 ノ 「コピー機によ 必要

A'甜 政治資金パーティーを・ ●.■ ■ 辱 ■ 一 ■ 「

り
脂 心 苛↓、加頃h 不騨



(そ の14-3)
資金管理団体 ・国会議員関係政治団体用

(2)経 常経費(人 件 費 を除 く。)の 内訳 項目別区分 事務所費

支 出 の 目 的
楽具ぜ㌍的に記入ナること. 金 額 年 月 日

支 出を受 けた者 の氏名
(団体にあっては、その名称)

支 出 を 受 け た 者 の 住 所
(団体にあっては、主たる事務所の所在地〉

備 考

封筒作成費 2371600.H27,9.29 株式会社弘報社印刷 千葉県干葉市緑区市場町474番268号

郵送料 10, 400 .H27,6,9' 日本郵便株式会社 東京都干代 田区霞が関1-3-2

郵送料 68, 029、
'H27 .5.25. 圏本郵便株式会社 東京都干代 田区霞が関1-3-3

郵送料 201615 /H27.5.25
'
日本郵便株式会社 東京都千代 田区霞が関1-3-4

演説会音響 501000、 .H27.3.16 声限会社音人 柏 市 高 柳1652-4

1

■

1

1
圃

{
1

{

こ の 頁 の 小 計 13861644 /

※1件 当た りの金額 が、国会畿員 関係政 治団体:1万 円以下、それ 以外 の〉

政治 団体:5万 円未満 の支 出は、一括 してその合計額 を 「そ の他 の支 出」

欄 に記載す る こと(領 収謝 の写 しも不要)。
・ なお 、国会議員 関係政治 國体 はす べての領 収雷を保 管す ること。

それぞれ別葉として作成すること。

」に振込明細書の写しを添付して提出すること。

そ の 他 の 支 出 1121555
合 計 1

! i499目99
注意(D経 常経費(入 件費を除 く.)の 支 出があれ ば、必ず本表の提 出が必 要である。

(2)項 目別 区分 は、 「光 熱水費」、 「備 品 ・消耗品費」 、 「事務所費」 とし、

(3)① 国会畿 員関係政 治団体:1件 当た りの金額がユ五 圧塵亟 出につ いて記載 し、 コピー機 によ り複写 した領収書の写 しを添付す ること。

② それ 以外の政治団体:1件 当た りの金額が5万 円以上 の支 出にっ いて記載 し、 コピー機 によ り複写 した領収書の写 しを添付す るこ と。

(4)領収替 を徴 し難かった もの について は、r領 収書等 を徴 し難 かった支 出の明細書(別 添第8弩 様式)」 を提出す ること。

(5)金融機 関等 への振込 による支出は、 「振込 明細書 に係 る支 出 目的書(別 添第8号 様 式の2}



(その15-1)↓ 該 当する項 目に必ずOを すること ↓該当する分類を必ず配入すること

(2)政 治活動費の内訳 項 目別区分

(該 当する項 目にO)
唱.組 織活動費5.そ の他の事業蓑

纏灘 発行徽 纒 識
項目別区分
小分類

(その13-2)注 意事項のうち、項 目
別区分(小 分類)例 を参考に記入

(寄 附)
支 出 の 圏 的

楽」匙俸的に記入すること.
金 額 年 月 日 支出を受 けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)
支 出 を 受 け た 者 の 住 所

(団体にあっては、主たる事務所の所在地)
備 考

活動費
十億 百万{

7δ

円

000, H27.6,18 永野正敏 千 葉 県柏市 豊 四季816-515-102号

活動費 ll70, 000ノ H27,6,18 吉田進 千葉県柏市南増尾1-23-50

活動費 170 1000. 旧27.6.18 岡田ちか後援会 千葉 県柏市 柏6-1-3プ ラウ ド柏506号

活動費 1401000.H27,11,10 飯塚誠 千葉県我孫子市湖北台10-10-4

活動費 1501000, H27.6,29 松崎公昭後援会 千葉 県柏 市 亀 甲台町1-14-1

活動費
十l

i2201000, 'H27 .8.1 松崎公昭後援会 干 葉 県柏 市 亀 甲台町1-14-1

i'

」

】」

1

{
こ の 頁 の 小 計 {6201000 !

→ ※1件 当たりの金額が、国会議員関係政治団体:1万 円以下、それ以外の政治団体(政 党 ・資金管理

団体 ・後援会等):5万 円未満の支出は、一括 してその合計額を 「その他の支出」欄に記載すること
ノ(領 収書の写 しも不要) 。なお、国会議員閲係政治団体はすべての領収書を保管すること。

」に振込明細窃の写しを添付して提出すること.

そ の 他 の 支 出 1、

ノ

108

合 計 i62t 108

注激(1)政 治活動費の支出があれ ば、必 ず塞表の提出揮必要である。 ただ し、政治資金パーテ ィー開催事業費 については、衷{そ の15-2)へ 肥載す ること。

② ①国会議員 関係政治団体:ユ 件 当た りの金額がエ 互巴趣 幽 について記載 し、 コピー機 により複写 した領収書の写 しを添付す ること。

②それ 以外 の政治団体(政 党 ・資金管理団体 ・後援 会鱗):1件 当た りの金額が5互 円以上の支出にっいて紀載 し、コピー機 により複写 した領収書の写 しを添付すること。

(3)領 収番を徴 し難かったものにつ いては、r領 収書等を徴 し難かった支出の明細継(別 添第8号 様式)Jを 提出す ること。

(4)金 融機 関等への振込による支出 は、 「振込明細書に係 る支出 目的審(別 添第8号 様式の2)

(5)項 目別 区分 は、総括褒の項 目を、適宜、小分類 し、それぞれ別葉 と して作成すること。



(その17)資 産 等 の 状 況

1資 産等の総括表

全団体必要

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分
1416

有 糀 ③参照
88

無 備 考

ア 土 地 0 1 0 口 凹

イ 建 物 0 2 0 口 凹

ウ 建物の所有 を 囲的 とす る地上権又 は土地の賃借権 0 3 0 [コ 凹

工 取 得 の 価 額 が100万 円 を 超 え る 動 産 0 4 0 口 回

預 金(普 通 預金 及び 漫座 預金 を除 く。)若 しくは貯金(普オ
通 貯金 を除 く。)又 は郵 便貯金(通 常郵便 貯金 を除 く。) 0 5 0 口 凹

力 金 銭 信 託 0 6 0 口 回

キ 有 価 証 券 0 7 0 口 図

ク 出 資 に よ る 権 利 0 8 0 〔コ 凹

ケ 貸 付 先 ご と の残 高 が100万 円 を超 え る貸 付 金 0 9 0 口 凹

コ 支 払 わ れ た 金 額 が100万 円 を 超 え る 敷 金 1 0 0 口 図

サ 取 得 の価 額 が100万 円 を超 え る方俊設 の利用 に 関す る権 利 1 1 0 口 団
一

シ 借 入 先 ご と の残 高 が100万 円 を超 え る借 入 金 1 2 0 口 口

注意(1)す べ ての団体が提 出す るもので ある こと。

(2)団 体 と しての資産等 について記載す る もので あ り、金て の項 目について有 ・無のいずれ かに 「/」 を付 す こ と。

(3)「 有 」欄 に/を 付 けた資産等 については、その内訳 を表(そ の18)に 記 載す るこ と。

全団体必要



(そ の20)

宣 誓 書

全団体必要

添 付 書 類(別 添のとお り)

[ヨ領収書等の写 し

凹政治資金監査報告書(国 会議員関係政治団体に限る。)

※添付 した誉類の 「口」に 「!」を付すこと。

平 成28年5月

民主党千葉 県第8総 支部

2D日

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違ありません。

政 治 団 体 の 名 称

会計責任者 の氏名 鈴木 浩暢 壷

(以下は解散届提出時のみ記入)
(代 蓑 音 の 氏 名 ㊥)

※解散の場合は、解散届も必要 とな ります。

1全 団体必要1



政治資金監査報告書

平成28年5月10日

民主党千葉県第8総 支部

代表 長浜博行 殿
嚇 治資鑑 酬 幽 齢 稿 。

占

登録番号 第3754号

研修修了年月 日 平成22年11月2日

1監 査の概要

(1)私 は、政治 資金 規正法(以 下 「法」 とい う。)第19条 の13第1項 の規定 に基づ き、民主

党千葉県第8総 支部の平成27年 に係 る法第12条 第1項 に規定する収支報告書のすべての

期間を対象 として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係 る会計帳簿、明細書、領収書等、

領収書等を徴 し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、支出に関する政治資金監査

を行 った 。

(2)こ の政治 資金監査は、法第19条 の13第2項 に定 め るところによ り政治資金適正化委員会

が定 める 「政治資金 監査 に関す る具体的 な指針 」(以 下 「政治資金監査 マニ ュアル」 とい う。)

に基づ き行 った、

(3)私 の責任は、外部性を有する第三者 として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は

徴取 した収支報告書並びに当該収支報告書に係 る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等 を徴

し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資

金監査 を行 った結果 を報告す るこ とにあ る。

(4)こ の政治資金監査 は、民主党千葉県第8総 支部 の主た る事務所 において行 った。

2監 査の結果

私が実施 した政治資金監査 の結果 は、以 下の とお りで ある。

(1)法 第19条 の13第2項 第1号 に規 定す る事項 について 、会計帳簿 、明細書 、領収書等 、領

収書等を徴 し難かった支出の明細書等及び振込明細書が保存 されていた。

(2)法 第19条 の13第2項 第2号 に規 定す る事項 につ いて、会計帳簿 には、当該 国会議員 関係

政治団体に係 るその年における支出の状況が記載 され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会

計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法 第19条 の13第2項 第3号 に規定す る事項 について、法第12条 第1項 に規 定す る収 支

報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かった支出の明細書等及び振込明

細書に基づいて支出の状況が表示 されていた。

(4)法 第19条 の13第2項 第4号 に規定す る事項 について、領収 書等 を徴 し難 かった支 出の明

細書等 は、存在 しなかった。

3業 務制限

民主党千葉県第8総 支部 と私 との間には、法第19条 の13第5項 の規定に違反す る事実はな

い 。

また、民主党千葉県第8総 支部 と政治資金監査の業務を補助 した使用人その他の従業者 との間

に お い て も、 同様 で あ る。

以 上


